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パ ル ミラ語 碑文(4)

酒 井 龍 一*

PalmyreneInscriptions4

RyuichiSAKAI

は じ め に

本稿は、アラム語の一方言であるシリア ・パルミラ語碑文に関する初歩的な学習記録である。

その出発点 としてこれまで3回 は、墓 と列柱碑文を例に、主に単語の目安程度の意味を知 る作

業を試みてきた。ただ し単純 ミスや誤解が多く、各単語の正確な意味 ・語根 ・品詞 ・語形変化・

発音等、いわゆる文法的な検討 も今まだ皆無の状態にある。今後は、当面の課題である 「単語

集」を充実 させながら、そ うした点の学習にも努めたい。

さて今回は、西暦137年 に制定 された有名な 『関税碑文』の 「序文」部分をテキス トにとり

あげる。パルミラ語とギ リシャ語で書かれたこの碑文は、1881年 にロシアのA・ ラザ レフによっ

てパルミラ遣跡内のアゴラ南側で発見され、現在、サソク ト・ペテルブルグ(レ ニソグラー ド)

のエルミタージュ美術館に所蔵 されている。数年前、西藤清秀 ・豊岡卓司 ・酒井龍一の3名 は、

パル ミラからの帰途 この碑文を実見すべ く同館を訪問 したが、関係者不在のため実現 しなかっ

た。それは些かの心残 りとなっている。

以下、主に次の文献等に学びながら、テキス トの検討を進める。

Cantineau,J.1935,GrammaireduPalmyrenienEpigraphique,Cario.

Chabot,J.-B.1922,Choixd'inscriptionsdePalmyre,ImprimerieNationale.

Harrison,R.K.1955,BiblicalHebrew,HodderandStoughton.

Stark,J.K.1971,PersonalNamesinPalmyreneInscriptions,Clarendon.

Stevenson,WM.B.1924,GrammarofPalestinianJewishAramaic,Clarendon.

小 玉 新 次 郎1961「A.D.137年 の 「パ ル ミ ラ 関 税 法 」 に つ い て 」 『史 林 』 第44巻6号

96～125頁 京 都 大 学

1980『 パ ル ミ ラ ー 隊 商 都 市 一 』40～76頁 近 藤 出 版 社

r関税碑文』の 「序文」部分

『関税碑文』全体を詳細に検討 し、わが国に紹介 したのは日本におけるパル ミラ研究の先駆

者 ・小玉(1961・1980)で あった。先ず、その論文に掲載された写真と 「活字表記」をもとに、

平成5年9月30日 受理*文 学部 考古学研究室
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テキス トとなる 「序文」部分をパル ミラ文字ワープロで打ち出 してお く。右端の番号は、便宜

的に各行を示すため筆者が書き加えたもので、本紙面の都合で2行 にわたるものも、実際の碑

文では連続 して1行 で書かれている(ギ リシャ語部分は省略)。 いうまでもなく、パル ミラ語

文は左←右に読み進む。

ゐJV1ノ ノ ン ーaI」,雪 ⊃ ⊃5穂 曳 りコ 訳bヘ ヨ り・{訳b柔 騒1

曳 」ヨ4-S..」 り尺L-曳 呈 〉(」3,ヨ ノ ノ ノY33一9111ノ

3曳5⊃-⊃ 」5{叉 曳 コ ⊃ 曳 、{コ 」 」{ｺ`り 呈{叉 りもb曳 ー へ う 曳 り～へ 曳コ{叉5ヘ コ2

訳 り5へ 」 曳{叉 へ ⊃b、{へ{r《Jへ 』,呈 ⊃ へ も 為 曳 柔 曳 も3も

」 へ ・ヨゐ へ)(呈5∂ 《b5曳 コ ♂《思,ヨtへq鵡,月 馬 曳.ヨ り りJン 曳5へ5JI」3

ゐ 曳b{.`へ 馬5ih{叉bり5

り呈{父⊃ へ 馬55訳 り馬 騒 潟 訳 り5』 【._.1り隻{h呈 』 ゐ 猟 みb雪 為コ りゐ 」 り思 馬4

うコ り豚 う り{bう 玉くり.ヨン{叉コJh

ゐhぺ へ)(りXう ン ミ{bコ 訳 曳 りン 雪1」 ココ 柔ゐ}∬ へ)(へ へ 見 ⊃訳 訳b訳 ⊃ｺ」5

り気{{r`り 曳 へ{、{.._1.._」

う り5コ1ゐ へJ」 いbへ 訳 曳 ⊃ン 』 へ 訳 ⊃ へhJ ..-1り)(訳.ヨ 柔 訳 ヘ メ へ 訳 ⊃5h6

うJ{.`{叉 ゐ へ 』 外5ン う りV

り騒 訳bへ 」 りbへ み 訳 り ⊃ 」 ゐ ⊃5コ55♂ 《曳 モゐ り5り 」 へ ヘ メ う り5コ 曳 ⊃7

訳 ゐ 曳 し ンJへ うJ{ｺ`り5へ 」 曳{叉

訳 コ曳 モ訳 曳 も し コ 』 ゐ5コ へ 訳 コ へ 馬5,ヨ 見 ⊃h訳bり 呈 鴇 ン ーｺ」 へ5』 り り18

訳hン 、{ヒ)rヨL,へ 訳 」1、郵 へ

b5'」 ン 』J』5へ 訳 曳へ 柔訳b曳 レ訳,呈 嵩 へ訳 曳 りン 雪為 り図 メ ⊃Jb訳 為ン 呈b9

訳bJ-..」 りb尺 〕づ{叉⊃へ

'{訳,5へ5曳 訳bも も』b訳 へ)(
りへ訳 も ⊃訳 』 曳 り尺 訳bJり メS.ヨ}うbり ㍉(10

Vン へ ㌔ ヨh』LJヘ メ7

も 」㌦ゴhン 、く「t」V1㍑ 《曳へ 廿 ζ∂しヨ廿 《ヘメ りLコx∂ くり}磯 ⊃ へ

(ギ リシャ語)

奇 りbb{遇 う り51ン も訳 ンコ 曳訳bメbJ⊃5柔 訳hbさ 〕x⊃ 曳瑚 ヘン も

(ギ リシ ャ語)

[註]『 関税碑文』全体 ではギ リシ ャ語206行

とパル ミラ語162行 文 が残存 す るとい う。 り・ヨ柔訳 ⊃Jh

(『言語学大辞典 第1巻 上』 三省堂1988)
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問題点と作業の目安

テ キ ス トを検 討 す る前 に 、 い くつ か の 問題 点 を あ げ て お く。

(1)1行 目は各 単 語 の切 れ 目が 明示 され て い るが 、 そ れ 以 外 の各 行 は文 字 が ほ ぼ 連 続 して い

る。 従 っ て、2行 目以 下 は単 語 の切 れ 目を特 定 す る必 要 が あ る。

(2)原 文 で は 「D=-」 と 「R=曳 」 を表 す 文 字 が 両 者 と も、 す べ て 同 じ 「-」 で 表 記 さ れ

て い る(左 の テ キ ス トは両 者 を識 別 して打 ち 出 した もの)。 これ は パ ル ミ ラ碑 文 に よ くあ

る特 徴 で 、 両 文 字 を識 別 す る必 要 が あ る。

(3)単 語 に は 、 原 形 に加 え、 人 称 ・性 ・数 ・時 制 ・態 等 に よ る変 化 形 が あ る。

(4)単 語 には 、 各 種 の接 頭 辞 ・接 尾 辞 が付 く もの が 多 い 。

(5)ギ リシ ャ語 や ラテ ソ語 か らの借 用 語 が あ る。

(6)各0行 が 各 一 文 に対 応 して い な い。 つ ま り文 の切 れ 目が 不 明 で あ る。

そ れ らの 対 処 には 、 次 の よ うな便 法 を と る。

(1)に関 して は 、 「J」 の語 末 形(ソ フ ィー ト)=口 」 、 前 置 詞 他 と して 機 能 す る 「り図 」

や 「雪'」」 、 否 定 語 の 「訳5」 、名 詞 語 末 形 の(訳,"、 他)、 接 頭 辞 の 「一 へ 」 ・ 「-5」 ・

「一 」ヨ」 、 あ るい は 数 詞 の 「ノ ・y・ 、 ・一a」 や 「文 ・ヨ ・～ の息 子 」 他 の 簡 単 な 単 語 や 人 名

の 発 見 等 、様 々 な 目安 に よ って 各 単 語 の切 れ 目を特 定 して い く。

(2)に関 して は 、 両 可 能 性 を 想 定 し、 単 語 帳 等 で個 々 に確 認 す る他 は な い。

(3・4)に とっ て 、Cantineau(1935)やStevenson(1924)の 文 法 書 が 指 針 とな る。

(5)には、Cantineau(1935)を 参 照 す る。

(6)には 、小 玉(1961・1980)に よ る的 確 な紹 介 文 を参 考 とす る。 な を 同氏 に よ る と、 「序 文 」

の構 成 は 、1行 目～4行 目が 「関 税 法 制 定 の主 体 者 」 、4行 目～7行 目が 「制 定 の 理 由」 、7

行 目～10行 目が 「布 告 の 方 法 」 、10行 目～11行 目が 「施 行 上 の 注 意 事 項 」 、12行 目は ギ リシ ャ

語 文(略)、 そ して13行 目は 後 に記 載 され る具 体 的 な条 文 に属 し 「序 文 」 か ら は本 来 は排 除 され

るべ き もの とい う。

(1行 目)

/訳 もヘコ コ縁 訳 為柔騒

元老院 の 布告

先 ず 冒頭 で 、 この 関税 法 が 「元 老 院 の 布 告 」 で あ る と宣 言 され る。 「{叉5へ ・ヨ・元 老 院 」 は

ギ リシ ャ後 の 「BoUλ か 元 老 院 」 、 同 じ く 「訳 馬 モ又 ・布 告 」 は 「δ6γ μα ・布 告 」 か

らの借 用 語 で あ る。 「,呈 」 は 、 こ こで は 前 置 詞 「～ の」 と して 機 能 す る。

パ ル ミ ラの元 老 院 は 、 い わ ゆ る ロー マ の 伝 統 的 な立 法 機 関制 度 を踏 襲 した と され る。 後 の 文

面 か ら、 そ の 会議 に 「{叉ゐ へ 曳 呈 メb3・ 議長 」 ・ 「⊃へ もb曳{・ 書 記 」 ・ 「rへb7・

元 老 院 議 員 」 ・ 「訳J-Y文{叉 ・執 政 官 」 等 が 参 加 した よ うで あ る(本 稿 末 の 「関税 法 に 関 す

る組 織 構 成 図」 を参 照 の こ と)。

/ノ ノ 〃 ∬rP1ノ ノ ノSV〃 ノ ン ーP温 コn穏 ～鰍 っ互

448(西 暦137)年18日 ニ サ ソ(4)月 に



1so 奈 良 大 学 紀 要 第22号

次 に、 布 告 の 年 月 日=「448(西 暦137)年4月18日 」 が示 され る。 「豚 曳 コ豊 ・月

に」 の 「一』 ・に」 は接 頭 辞 で あ る。 「時 」 に 関 す る単 語 は、 ヘ ブ ライ 語 の 「xJV・ 年 」 ・

「豚 文 り・月 」 ・ 「'」 り・日」 ・ 「i⊃,J・ ニ サ ソ(月)、4月 」 とほ ぼ 共 通 す る。 「ニ

サ ソ」 に は 「動 く ・出立 す る」 の 意 味 が あ る(『 新 聖 書 大 辞 典 』 キ リス ト新 聞 社1982)。 パ

ル ミ ラで は、 墓 の建 造 月 が圧 倒 的 に 「ニ サ ソ月 」 に集 中 す る。

参 考 と して 、下 に 月名 一 覧 を掲 げ る。 これ らは11月 と7月 を 除 き、 ヘ ブ ライ名 と共 通 す る。

パ ル ミ ラ碑 文 で も稀 に 、 臼-JJ」 の代 わ りに ヘ ブ ラ イ名 の 「うヘ レ 猟 文h・ マル ヘ シ ュ ワ

ソ」 、 「う コJ潟 」 の 代 わ りに 「tへhゐ ・タ ム ズ」 の使 用 例 が あ る。

り曳 『しゐ10月

iへJ511月

もへ も ⊃ 」12月

ゐ コ も1月

も5b2月

曳騒 ぺ3月

i⊃ っJ4月

曳 り訳5月

う へ り ⊃

iり い ℃

コ{叉

もへ も{r`

月

月

月

月

ρ
0

7
8

6
◎

Q
ゾ

「ノ ・1」 ・ 「y・5」 ・ 「一 ρ ・10」 ・ 「3・20」 ・ 「-7・100(10と 同 じ)」

は いず れ も数 詞 で あ る。 「ノ11y33一 ρ ノ ノ ノ ノ=448」 の 内訳 は、(3+5)+(2

0+20)+(100×4)=448と な る。 パ ル ミラで は 、 紀 元 前312年10月 に始 ま る

「セ レ ウ コス暦 」 が使 用 さ れ 、従 って 碑 文 に 記 され たi数字 か ら、311(1～9月)か312

(10～12月)を 引算 す る こ とに よ り 「西 暦 」 に 換 算 で きる。

『関税 法 』 が布 告 され た西 暦137年 は 、 ロー マ 皇 帝 ・ハ ド リア ヌス の二 度 に わ た るパ ル ミ

ラへ の来 訪(西 暦123・129年)直 後 に あ た る。 パ ル ミ ラ崩 壊(西 暦273年)ま で の1

世 紀 半 、 この砂 漠 の隊 商 都 市 は最 盛 期 を む か え る こ と に な る。 な を 、 年 を表 記 す る方 法 には 、

「曳 ⊃ コ}う'⊃h曳 尺)(byコbLJV・ カ エ サ ル ハ ド リア ヌ スの7番 目の 年(西 暦

124年)」 等 の例(Teixidor1979ThePantheonofPalmyrap.84)も あ る。

曳コ4`tヘ コ,'{訳 ゐ へ曳呈〉(も3豊

の息子 ボーナ 議長職 の時に

続 い て 布 告 時 の要 職 者 が紹 介 さ れ る。 先 ず 筆 頭 に 、 元老 院 議 長 の名 前 「ボ ー ナ」 が くる。

「r,い{種 メ も3・ 議 長 職 」 は、 ギ リ シ ャ語 の 「窃 ρ6ε δ ρ03+suff.‐uta・ 議 長 職 」

か らの 借 用 語 。

「一 コ 」 は 前 出 。 家 系 を 示 す 「曳』 ・～ の息 子 」 とい う単 語 で1行 目は 終 了 し、 文 は2行 目に

続 く。 パ ル ミラ碑 文 で は 通 例 、 人 物 紹 介 に は数 世 代 の 父系 列 が 列記 され る◎

2行 目

う 曳 り～へ 文コ{叉JL

ハ イ ラ ソ の 息子 ボー ナ

議 長 「ボ ー ナ」 の 父親 名 は 同 じ く 「ボー ナ」 、 祖 父 は 「ハ イ ラ ソ」 と い う。 更 に 、布 告 時 点

の書 記1名 と執 政 官2名 の名 前 が 、 そ の 父 系 列 と と もに 記 され る。
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{《G3S3曳
.ヨ ⊃-5b♂ く 曳 ニヨ=〕 曳騒 ⊃ 」 も♂《 り、{{叉aもh曳{ー

フィロバ トール の息子 アレキサ ドロス の息子 ア レキサ ドロス の 書記職 また

ぺ り5へ 」1⊃h呈 へ 訳 も1⊃-」-G鴇{い し

執政官 および 人民 と 元老院 の 書記

「一 へ ・また 」 は接 頭 辞 。 パ ル ミラ語 で 多用 され る。 「訳,もh文 柔・書 記 職 」 は、 ギ リシ ャ

語 の 「γ ρ α μ μ α τ ε1α 」 か らの 借 用 語 。 語 尾 の 「訳,一 」 は名 詞 の複 数 形 と同形 だ が 、

こ こで は意 味 の抽 象 性 を 強調 す る表 現 法 。 「書 記 」 は 「⊃ へ もゐ 曳 勺 。 人 民 代 表 と して 会議

に 出席 す る書 記 は 、 「⊃ 馬 騒2L訳 もへ」ヨ7-⊃ へ もb曳 柔・元 老 院 と人 民 の書 記 」 と呼 ば

れ た(小 玉1980)。

書 記 の名 前 は ア レキ サ ソ ドロ ス、 父 も同 名 、 祖 父 は フ ィ ロバ トー ル とい う。 ア レキ サ ソ ドロ

ス は 「Alexandros」 、 フ ィ ロ バ トー ル は 「Philopator」 。 い ず れ も ギ リ シ ャ名 に 由 来 し

(Stark1971)、 それ が この家 系 の特 徴 とな って い る。

「訳 りJへ 」 曳♂《・執 政 官 達 」 は、 ギ リシ ャ語 「凌 ρxω ひ ・執 政 官 」 お よ び ラテ ソ語 の

「archonte」 か ら 由来 す る。 こ の場 合 の 語 尾 の 「ぺ り一」 は複 数,強 意 形 で 、 そ の 単 数 形 は

「訳Jへ 」 『{叉」 で あ る。 執 政 官 の名 前 は 、次 の3行 目の 前 半 に紹 介 され る。

3行 目

/V5曳,ヨ{叉 呈 り」ヨtへ へ 為 り播h曳 二」 コ,bン 文.ヨ へ5も'」

ネ シャ の息子 ザ ビー ダ お よび マキム の 息 子 オライ の息子 マ リク

執政官は2名 で、名前はマ リク(父 はオライ、祖父はマキム)と ザビーダ(父 はネシャ)で

ある。両者ともパル ミラでは一般的な名前。 ここで要職者の紹介は終わる。

、ム 曳b{う{{父 ⊃-Jih4tV,JJ訳 も..」 ゐ へ)(騒 」

決定 した 法律 によって 召集 された 元老院 であ った 時に

「縁3」 は 「～の時に」を意味する接続詞。 「ゐヘメ」は、 「訳ヘメ動詞」(英 語の 「be

動詞の過去形」のようなもの。 「～であった」等のニュアソスをもつ)の3人 称 ・単数 ・女性

形である。参考として下にその変化形を掲げてお く。そのい くつかは後出する。

(完 了 形)訳 へ 〉(ゐ へ〉(へ ヘメ

(未 完 了 形)訳q、 〉(っ 訳 〉(り{叉 ヘ メ ゐ 雪ヘ メ,

(不 定詞 形)訳 へ)(h

(分 詞 形)訳 へ)(訳 っヘ メiヘ メ

「VりJJ」 は 動 詞 の受 動 態 形 で 、 原 形 は 「VSY・ 召 集 した 」 で あ る。 ヘ ブ ラ イ語 の

「」 」さ ・召 集 され る」 と似 て い る(パ ル ミラ碑文 で はVと コの混 同 は 多 い)。 「'」J・

法 律 」 は 、 ギ リシ ャ語 の 「ン6μoS」 か らの 借 用語 で あ る。 通 例 、 名 詞 語 尾 の 強 意形 「訳 一」
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は、 ヘ ブ ライ 語 の 定 冠詞 「0>(」 の機 能 が あ る。 前 置 詞 の 「ii」」 は 、 「～ に よ って 、㌣ か ら、

～ に従 っ て 、 ～ の 部 分 」 等 を 意 味 し、 ヘ ブ ライ語 と共 通 す る。

動 詞 の 「気ム 文 『し{叉」 は 「決定 した」 。 原 形 はRレ{う 《」 。 語 尾 の 「.._.」 は 、 主語 が3人 称 ・

女 性 ・単 数 名詞 の 時 の 屈 折 接 尾 辞 で あ る。 従 っ て主 語 の 「Lへ.ヨ ・元 老 院 」 は女 性 名詞 で あ

ろ う。 主 語 が3人 称 ・男 性 ・複 数 の時 は、 動 詞 の語 尾 に 「へ 一」 、1人 称 ・単数 の場 合 は 「L

-」 が付 く。 主 語 が 複 数 時 の 「へ 一」 は、 省 略 され る場 合 も多 い。

3行 目の後 半 は 、 「元 老 院 が法 律 に よっ て召 集 され た 時 に←)を決 定 した 」 とい う文 意 で あ り、

←)の部 分 は次 の4行 目頭 か ら4単 語 で 示 され る。

4行 目

/」 迅 ゐ も 雪b5⊃ 」1さ ⊃呈b

下 に 書かれた こと

ト1の部分は 「下に書かれたこと=下 記のこと」 となる。従 って両者を合わせると、 「元老院

が法律によって召集された時、下記のことを決定 した」 とい う訳文になる。

「ゴし{I」=っ1十 うh」 は、「こと」を意味す る不定代名詞 。ただし、9行 目の 「,隆 馬」

は 「～の時」 という接続詞 として機能する。動詞の 「.ヨりJ』5・書かれた」は受動態形。その

原形は 「コゐ 」・書いた」である。また 「ゐ外ゐ」は 「～の下」意味する前置詞で、 「ゐ豚
Llh」 で 「下に」 となる

。 「-」 」は方向性を示す接頭辞、 「雪`」・から」は場所を示す

前置詞で、いずれもパル ミラ語では多用される。ここでは、後者の訳語は必要ないだろう。

文はここで区切れ、次に 『関税法』制定の前提となる 「3つ の実情」が紹介される。

1.t」IJり 騒 訳 ⊃ へhJ{叉 コb呈 端 訳 り5』 【,ヨ コ騒 も コ呈 コ

関税 の 法 律 に 先 の 時 代 に 故 に

り」ゴっ1八 雪 りーV雪 、{,』 ン

課 税対象 となる 多 数 商 品

実 情 の 第1は 、 「従 来 、 関 税 の 法 律 に課 税 対 象 と な る多 数 の 商 品 は 、 そ の 関 税 額 が 明記 され

な か った 故 に 、関 税 の請 負契 約 に 書 か れ て い た こ と に基 づ い て 習 慣 に従 って 課 税 され て い た」

ことで あ る。 これ は4～6行 目にか け て 述 べ られ る。

「,思Jっ 、都 ヨ ・～ 故 に 」 は 接 続 句 で あ る。 「訳 り 」1還 」 の 「一コ 」 は、 「～ に お い

て」 等 を示 す 接 頭 辞 。 「訳 り5コ い 時 代 」 は 「i』t・ 時 間 ・時代 ・回 数」 の強 意 ・複 数 形 。

「訳 コゐ 騒 局 ・先 の 」 と合 わ せ 「先 の時 代 、 従 来 」 と な り、 この法 の布 告 以 前 の時 代 を示 す 。

「盛 ユ 馬、{端」 の語 尾 は 名 詞 の複 数 形 と同 じだ が 、 この場 合 は形 容 詞 的 用 法 で あ ろ う。

「訳 ⊃へbJ・ 法 律 」 は 、 ギ リシ ャ語 「v6μoS」 か らの借 用 語 。 「訳 ⊃5b・ 関税 」 は

ヘ ブ ライ 語 で も 「⊃ 」}b・ 関 税 」 。 パ ル ミ ラ語 の名 詞 語 末 の 「ペ ー」 は、 ヘ ブ ライ語 の定 冠 詞

に相 当す る。hX」 は 前 置 詞 の 「～ の」 。 合 わ せて 「関 税 の法 律 」 と な る。

名詞 の 「う思,』 ン ・もの 、商 品 」 は複 数 ・絶 対 形 、 語 根 は動 詞 の 「騒 訂 ン ・造 っ た」 で あ

る。 ヘ ブ ライ 語 の 「、{三ヨン」 は、 「働 く ・加 工 す る」 等 を意 味 す る動 詞 。 「iり モb・ 多数 」
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も複 数 形 、 ヘ ブ ラ イ語 の 「♂《りV」 は 「大 い な る」 等 。 「駈 ヨ ⊃豚 」 に 関 し、 ヘ ブ ラ イ語 で

「コ り～勺 は 「～ す る義 務 が あ る、 借 が あ る」 とい う形 容 詞 が参 考 とな る。 小 玉(1961・1980)

に よ る 「課 税 の 対 象 と な る」 とい う訳 語 は実 に適 切 で あ る。

4行 目で は 、 「従 来 、 関 税 の法 律 に課 税 対 象 と な る多 数 の商 品 は(A)故 に 、(B)」 とい う文 意 が

得 られ 、 次 の5～6行 目頭 に(A)と(B)の 部 分 が示 され る。

5行 目

雪 ン 隆 馬 』 訳 曳 コンib雪 ⊃ヨ{ゐ 為 へ ヘ メ へ へ 月 ⊃ぺ 」b{叉 ⊃5為

ことによって 慣習 によって 課税 されて いた そ して 指示 され なかった 関税

コ呈 ♂h文 へ{{叉 コ コ 」1」ゐh{叉 へ)(り 尺

の 請負契約 に 書 かれて いた ところうの

最 初 の3単 語 が こ の(A)に 相 当 し、 「そ の 関 税 ㈱ が指 示 さ れ な か っ た 」 と い う文 意 とな る。

「訳 コJh・ 関税 」 は前 出。 「{}穏 」 は 否 定 語 で 、 ヘ ブ ライ 語 と共通 す る。動 詞 の 「2』播 ⊃訳」

は 、 こ こで は受 動 態 ・完 了形 で 、 「指 示 され た、 案 内 され た 」 等 を 意 味 す る。 動 詞 語 尾 の 「-

一」 は、 先 述 の よ うに 、主 語 が=複数 時 の 屈 折 接 尾 辞 で あ る。

次 い で 、(B)が 「へ へ 〉(2L」 ～6行 目頭 の 「訳 ⊃5b」 ま で で 示 さ れ る。 「へ へ)(2L」 は 、

「訳q・)(動 詞 ・あ っ た」 の3人 称 ・男 性 ・複 数 形 に 「-・ そ して 」 が 付 い た もの 。 臼 ココ{

麺 」は 、 動詞 の原 形 「訳 ・ヨモ ・徴 収 した ・課 税 した 」 の 受 動 態 ・複 数 ・男性 形 の 「1,』 勺

に 、再 帰 ・分 詞 ・受 動 用 法 を示 す接 頭 辞 の 「一ゐ 為」 が 付 い た もの か 。 「{叉曳,ン ・慣 習 」 は

名 詞 ・強 意 形 で 、 「そ の 慣 習 」 と い っ た ニ ュア ソ ス を も つ 。 「うh」 は 前 置 詞 で 、 こ こ で は

「～ に よっ て」 等 を 意 味 す る。

同 じ く 「り ーiン 隆hコ 」 は 「～ に よ って ・基 づ い て 」 等 を意 味 す る。 「雪ン 、{h里 」 は 、

不 定 代 名 詞 の 「`」 ・こ と」+接 頭 辞 「一 コ ・～ に よ って 」 。 後 ろ の 「り呈 」 は 、 こ こで

は 関係 代 名 詞 と して機 能 す る。 「訳 へ)(・ で あ っ た 」 は 、 「訳 ヘ メ 動 詞 」 の3人 称 ・単 数 ・完

了形=基 本 形 。 「L.」LI」 」 は 、 動 詞 の原 形 「コ ゐ さ ・書 い た 」 に、 接 頭 辞 「一ゐb」 が 付

い た も の。 分 詞 ・受 動 態 と して使 わ れ て い る。

ま た 、 「'訳っ曳 へ{♂ く十5」 は 「請 負 契 約+に 」 と理 解 で き る。 語 尾 の 「訳 】一 」 は複 数 形

で な く、抽 象 性 を 強調 す る用 法 で あ ろ う。 「-」 は 、 「収 税 請 負 」 あ るい は 「収 税 請

負人 」 を 意 味 す る とみ られ る(Cantineau1935)。8行 目に 「{叉り曳 勲 叉 ・請 負 契 約 」 とい

う単語 が 出 て く る。 こ こで は 「へ 一 」 と い う文 字 を含 み 、 後 者 に は 無 い。 な お 、次 の6行 目頭

の 「♂《コJb・ 関税 」 とい う単 語 は 、 こ の5行 目の文 に 属 す る。

結 果 と して 、(B)に は 、 「そ して 、 関税 の請 負契 約 に書 かれ て い た こ とに基 づ い て 、慣 習 に従 っ

て課 税 され て い た 」 とい う文 意 が 得 られ る。

6行 目

訳 曳 りy』 へ

慣習 によって また

訳 ⊃1J」55り)({叉 コ 柔 訳 ヘ メqL/

法律 によって のよ うに 課税 して いた そ して

nYI」

関税



164 奈 良 大 学 紀 要 第22号

第2の 実 情 は、6行 目の前 半 で 、 「そ して(収 税 入 は)法 律 に よ って また慣 習 に よ って 課 税

して い た」 と述 べ られ る。

「{叉ヘ メ動 詞 」 に は 、接 頭 辞 「・一へ・そ して」 が付 く。動 詞 の 「ペ コ 勺 は 「課 税 した」 を意

味す る。 「訳,ヨ{」 を語 根 と し、 「へ』 モ ・⊃』 モ ・う』{・4`a」 等 の変 化 形 が 生 じる。

ヘ ブ ライ語 の 「課 税 す る」 とい うは 動 詞 は 「〉しヨ 勺 で あ る。 「」 り〉(」は 「～ の よ うに」 と

い う意 味 の 副詞 。先 述 の 「{叉⊃ へh」 ・法 律 」 、 「訳 曳,ン ・習慣 」 に付 く接 頭 辞 「一 』 」 は

前 置 詞 で あ 咲 こ こで は そ の 手 段 や 方 法 を示 す 「～ に よ って 」 を 意 味 す る。

ib訳{叉 ゐ へ 』}へ

これ らの こと

bン う,{b'雪 コ5コt

に関して 多数 時

ゐへ5も も為へ

それ故 また

第3の 実 情 と して、6行 目後 半 か ら7行 目前 半 に か け、 「そ れ故 、 これ らの こと に関 して 度 々、

関 税 人 と商 人 達 と の間 に諸 議 論(紛 争)が あ った 」 と紹 介 さ れ る。

「ゐ へ5も も 」 の2語 で 、 「そ れ故 、 そ ん な 訳 で 」 等 を意 味 す る接 続 詞 とな る。 また 、

け,J【 」 は 「う』 【・時 」 の複 数 ・絶 対 形 ・名 詞 の複 数 形 に は 、語 尾 が 「{叉,一 」 とな

る強 意 形 や 、 臼,三 」 とな る絶 対 形 が あ る。1り5,ヨt」 の後 に は 臼,-V・ 多 数 」 と

い う単 語 が きて い る。 わ か りや す く2語 で 、 「度 々 」 とで も訳 す こ とが で き る。

前 置 詞 の 「もン ・～ に 関 して 」 は ヘ ブ ライ 語 と共 通 。 「訳 ゐ へ』 外 」 は 「へ 』 外 ・もの 、 こ

と」 の複 数 ・強 意 形 。 「JJ・ これ ら」 は 指 示 詞 の複 数 形 。 単 数 形 は 、 男 性 名 詞 用 が 「メJ

-・ この」 と女 性名 詞 用 が 「〉(尺 ・この 」 。 ヘ ブ ラ イ語 で は 「)L・ これ ら」 。

この部 分 は 、 「ま た そ れ故 、 これ らの こ とに 関 して 、 度 々←)」 とな り、文 は7行 目の 前 半 ま

で 継 続 す る。

7行 目

/ペ コ⊃5hり 」】』b訳 粟モゐ コh,ヨ へヘメ 雪,5コ 文1コ

収税人達 の間に 商人 の間に あった 諸議論

6行 目での0の 部分が7行 目の前半で述べられ、 「収税人達と商人の間に諸議論があった」

となる。 「議論」を 「紛争」 と訳す ると理解 しやすい。

「噛,5コ 文⊃ ・諸議論」は複数 ・絶対形。 「へへ)(」は 「-)(動 詞」の3人 称 ・男性 ・

複数形である。 「♂《文L」 は 「商人」を意味する単数形、複数形は 「訳,曳{」 セ」である。

「ぺ,コ 」馬」は 「1」 ・関税」の複数 ・強意形だが、 「収税人達」 とみた方が文意を理

解 しやすい。 「り37」 は、 「～の間」を意味する前置詞である。慣用句 として 「B,5

1」」上A'りh5」 で、 「AとBの 間に」を意味する。

7行 目の半ばで、従来の実情を紹介する内容は終了する。そして新たに、 「布告の方法」に

関する具体的な 「4つ の決定事項」が、10行 目の初めまでで提示 される。

訳 ゐ 文bン.Jへ 雪 」{ｺ`

十大官 に および これ らの

訳 ⊃ ～Y曳{卜{り ㍉く{叉 もヘコJ、t豚 ゐ{叉

執政官達 の 元老 院 に 賛同 された
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それに先立って、次のように決定の主体者が紹介される。 「(下記のことが)こ れらの執政

官達の元老院と十大官に賛同された(決 定 された)」 。

「 」 りt"」 』{父」で 「～に賛同された」を意味する。 「-J～♂《」は接頭辞。 「決定 した」

とい う訳文が理解 しやすい。 口 もべ ・これらの」は指示詞の複数形。 「ぺ,S-Y・ 執

政官達」は複数形。単数形は 「訳5へ 」曳訳 」。執政官達 に加 え、 「ぺゐ曳by・ 十大官

(decaprotes)」 もこの決定に加わった。

8行 目

/{又 ⊃ へ'」5』 月 ⊃IJ♂{Sっ ㍉【hy、{ｺJ雪 へ5,ヨ コ っ『-

法律 に 指 示 され た な い と ころ の もの ご と は っ き り させ る こ と

第1の 決定は、 「法律に指示されてなかったものごとをはっきりさせること」である。

動詞の 「雪-Jり 」は 「見分ける、はっきりさせる」等を意味 し、3人 称 ・男性 ・複数の

未完了形 とみられる。動詞の未完了形には、接頭辞 「-7」 が付 くものが多い。その後にくる

「為ン'{馬 ・ものごと」は不定代名詞。関係詞のh騒 」以下でそれを説明する。 「ぺ も」は

否定語。動詞の 「見⊃為」は受動態 ・分詞 として機能 している。 また、 「ペコへ}b5豊 」は

「訳⊃へhJ・ 法律+コ ・中に」の構成である。

/LlT`{叉 り 曳 モ{叉

新 請負契約

曳 もVコ 」1」,へ

書 類 に 書 く そ して

第2の 決 定 は 、 「(は っ き り させ た こ とを)新 請 負 契 約 書 に書 く(こ と)」 で あ る。 「こ と」

を 意 味 す る 「コ騒 」 は 、8行 目の 最 初 に位 置 す る。

「.ヨゐ 」 り」は 動詞 の 「』 ゐ 」 ・書 い た」 の受 動 態 の未 完 了形 で あ ろ うか 。 「窪 もV・ 書 類 」

は 、 ヘ ブ ライ 語 「曳 も「b・書 類 」 と共 通 す る。 「訳 り文 モφい 請 負 契 約 」 は 、5行 目の 「訳 り

1」 と比 べ て 「1」 が 欠 落 して い る。 「ぺ 」ヒ、{翼 ・新 」 は 強 意 形 だ が 、 ヘ ブ ラ イ語 の

「b・騒 騨L・新 しい 」 と共 通 す る。

訳hン 、{b」 コJzJ,へ

商 品 に 対 し 書 く ま た

この2語 は次の9行 目と関係 し、合わせて第3の 決定は、 「その慣習に従って、その商品個々

の関税を書 く(こ と)」 となる。 関係詞 「っ思 ・こと」は8行 目の頭に位置する。

前出のように、 「』ゐ 」 到 は 「』ゐ さ・書いた」の未完了形か。 「-」」は 「～に対 し」

等を意味する接頭辞である。 「訳hyXh十 い 商品に対 し」となる。 「♂{by、{}b・ もの」

は不定代名詞で、ここでは具体的に 「商品」を意味する。次行の頭にかけてこの単語が繰 り返

されるが、 「商品 ・商品に対 し二商品個々に対 し」 と理解できる。
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9行 目

/{叉 曳 コン

慣習

i`」,級)(⊃5b{叉bン ー`」

故 に そ の 関 税 商 品

こ この 単語 は す べ て 前 出 した もの で あ る。 「込 ⊃Jb・ そ の関 税 」 の 「〉(一」 は 、 「そ の ・

彼 の ・彼 女 の 」 を 意 味 す る人称 代 名 詞 の 接 尾 辞 。 短 母 音 の単 語 に は 「)(一 」 が 、 長 母 音 ・二 重

母 音 の後 に はh>(騨 」 が 付 くよ うで あ る。 「i'」,騒 」 の2語 で接 続詞 の 「～ 故 に」 を意

味 、 「う'」」 は 前 置詞 、 「,騒 」 は関 係 詞 で あ る。.

ペ ゴb、{}℃ ぺ ⊃ へhsIJン ニ」ゐ 」 へ 」 曳レ{叉 り、{馬へ

古 い 法 律 と共 に 書 く また 収税請 負人 に 承認 された 時 に また

訳bbも ヨ

石碑 に

第4の 決定は、 「収税請負人に承認された時、アブ アシーラ神殿の前の石碑に、古い法律

(旧関税法)と ともに(新 関税法)を 書 く(こ と)」 である。これは、次の10行 目前半にか

けて示される。 「り縁 ・こと」は8行 目の頭に位置する。

「デ{h・ ～の時に」は接続詞。動詞の 「曳b訳 ・承認 した」は、ヘブライ語でも類似 し

「承認する、認可する」等を意味する。 「LV4`⊃ 騒為」では 「収税請負人

が承認 した時」、あるいは 「収税請負人に承認 された時」となる。動詞の 「L」 は未完了

か。 「bン ・～と共に」は前置詞、ヘブライ語 と共通する。

「-」 ・法律」は前出の単語。形容詞的用法の 「ぺ 】h、{見 ・古い」 とあわせ、 「古

い法律=旧 関税法」を意味する。それは、新たに布告された 「新関税法」とは別の、いわゆる

「旧関税法」の存在を示す。 「旧関税法」の制定年代は、 「西暦68-69年 頃以前」(小 玉

1980)あ るいは 「西暦37年?」(高 階1982「 イスラム以前のアラブ関係歴史年表」 『大

阪外国語大学学報58』)と 推定 される。

「訳b」 モ」は 「石碑」を意味 し、 「一コ ・に」は接頭辞である。その石碑 とは、まさに新

関税法が刻まれている本石碑そのものであろう。

10行 目

/訳 曳,⊃ 訳 』蚊 り㍉く{叉 も」,)くb』 昂 も コ騒

ア シー ラ ラ ブ の 神 殿 の 前 に の

こ の部 分 は前 行 と連 結 し、 「ラブ=ア シ ー ラの 神 墨 の 前 の 石 碑 」 と な る。 「訳 も」 コ〉(」は

名 詞 で 、 「神 殿 ・神 殿 の 内陣 」 等 を意 味 す る。 「っ、{・の 」 お よ び 「も』』見 も ・の前 に」 は ど

ち ら も前 置 詞 で あ る。 「ラ ブ ・ア シー ラ神 殿 」 の場 所 は 不 明 と さ れ る。 本 『関 税 法 』 は 全 体

(石碑4枚 で構 成)が 幅4.8m、 最 大 高1.75mと い う巨石 に刻 さ れ て お り、 そ れ が 出土

した ア ゴ ラ近 くに そ の神 殿 が あ った 可能 性 もあ ろ う。
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雪コt雪 』t5う へ)(⊃ 呈{叉 り5へ 」 曳訳bbも コh{叉 へ)(コ へ

時 時 に いる ところの 執政官達 に対し 義務づけられて いる また

訳 ゐ 、{しン1

十大官 お よび

次 に、 この関 税 法 を運 用 す るに つ い て 、 「在 職 中 の執 政 官 達 や 十 大 官 や 理 事 官 に対 し、 収 税

請 負 人 を人 か ら過 度 に何 か を要 求 させ な い こ と、 が義 務 づ け られ て い る」 こ と が、10行 目か

ら11行 目に か け て 明記 され る こ とに な る。

「訳 りJY{{訳 ・執 政 官 達 」 と 「LlVン ・十 大 官 」 と も前 出 した 。 「も も.ヨ堂 ・義 務

づ け られ る」 等 を 意 味 す る動 詞 。 受 動 態 の 強 意形 か。 「-h」 は 接 頭 辞 。 ヘ ブ ラ イ 語 に は 、

1も 堂 」 は 「課 せ られ た ・義 務 を負 わ され た 」 等 、 「yも コ 」 は 「中 止 に な る、執 行 す る」

の単 語 が あ る。

「 ーメ ⊃」 は 、 「訳q・メ 動 詞 」 の未 完 了 ・3人 称 ・単 数 ・男 性 形 。 前 の 単 語 と あ わ せ て

「義 務 づ け られて い る」 とい った 意 味 で 理 解 す る。 「り、{」は 関 係 代 名 詞 。 「i-1・ 時 」 と

い う単 語 の繰 り返 し部 分 は 、 「い か な る時 」 とで も訳 し うる。 「i-〉(」 は 、 先 述 の よ うに

「{叉へ)(動 詞(be動 詞 の よ うな もの)」 の 分 詞 ・複 数 ・男 性 形 。 そ れ を 、Chabot(1922)や

Cantineau(1935)の よ うに 、 そ の 文 意 か ら 「在 職 中(enexercice)と の 理 解 が 妥 当 な よ う

で あ る。

11行 目

b5{.-雪h{叉 く《へ{{r`{叉 こ且 ♂《へ)(コ{叉 も7

人 から 収税請負人 徴収する ある ない ことを

♂{,見 呈翰へ

理事官達 および

曳,ゐ,為y、{ゐ

過度に もの

義務を負 うのは、 「訳 コJへ 」曳{叉・執政官達」および 「訳」い{しy・ 十大官」に加えて、

「訳 り捕尺⊃・理事官達」の3者 である。その内容は 「7」 以下に示 される。つまり、 「ぺ

ー ・収税請負人」に対 し、 「レJ雪b・ 人か ら」、 「文 コゐ,hン 、{b・過度の

もの」を、 「訳』 柔 訳ヘメ,」 ・徴収 させない」という義務である。 「-〉(コ 」は、

「訳ヘメ動詞」の3・ 単 ・男の未完了形である。 「曳,ゐ,」 は、 「より以上に ・過度に」等

を意味する副詞である。ヘブライ語にも 「曳ゐ り・充分以上の、極端な」とい う形容詞がある。

なを小玉の解説(1980p.45)に よると、元老院議員である執政官は軍事権 を持つ将軍で

もあ り、その下の十大官は徴税等に関す る財務官、また理事官はローマ皇帝等に対する渉外官

であった。そ して実際の徴税は、執政官が収税人達に請負わせていたという。

ここで 『関税法』の 「序文」部分は終了す る。だが何らかの都合で、引 き続いて、上記の文

言とは脈絡のない次の文が刻みこまれている。内容から判断 して、それは後に記載される具体

的な条文に属 し、 「序文」から排除 されるべきものである。一応、検討 しておこう。
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12行 目

(ギ リシ ャ語 文 一略)

13行 目

雪,Sヘ ンU{父 ン ヨ 曳{叉bメ も 」 ⊃J{I」 も5コ 呈 ⊃ 曳 見iヘ ンv

積 荷4に 対 し その 全 種 類 もの 全 部 の 荷 車 積 荷

(ギ リシ ャ語 文 一略) i穏 為柔 コ騒

ラクダ の

「う ヘ ン も ・積 荷 」 は 単数 形 、 複 数 形 は後 出 の よ うに 「iりJヘ ン も」で あ る。 「コ 文 見 ・

荷 車 」 は 、 ラテ ソ語 の 「carrus・ 荷 車 」 か ら の借 用 語 。 合 わ せ て 「荷 車1車 分 の 積 荷 」 を意 味

す る。 「vさ 」 は 「す べ て 、 全 部 」 を意 味 し、 ヘ ブ ライ 語 と共 通 す る。 「I」 ・もの」 は非 人

称 の 不 定 代 名詞 。 ま た 「⊃Jモ ・種 類 」 は 、 ギ リシ ャ語 「γ εvoS・ 種 類 、 系 統 」 か らの借

用 語 。 「)(」 」」 は 、 「JJ」 に 「そ の」 を 意 味 す る接 尾 辞 が付 い た もの。 「訳 ン ・.」 」 は

数 字 の 「4」 を 意 味 す る。

「う り」bモ 」 は 「Jbモ ・ラ ク ダ」 の複 数 ・絶 対 形 。 単 数 ・強 意 形 は 「訳 もbモ 」 、 複 数 ・

強 意 形 は 「訳 コ 」為 勺 で あ る。 「一 も」 は 「～ に 対 し」 等 、 多様 に使 わ れ る接 頭 辞 。 隊 商 都

市 ・パ ル ミラに 出 入 りす る荷 物 は 、 この よ うに 荷 車 と ラ ク ダで運 ば れ た よ うで あ る。

13行 目は 次 行 と合 わ せ 、 「い か な る荷 車(1車 分)の 積 荷 は 、 そ の 全種 類 の もの 、 ラ ク ダ

の 積 荷4(頭 分)と して 課 税 され る」 の訳 が 得 られ る。 だ が 先述 の よ うに 、 そ れ は具 体 的 な 関

税 額 を示 す もの で 、 い わ ゆ る 「序 文 」 とは 無 関 係 で あ る。

14行 目

り』 柔{叉 コI」

要求 される 関 税

ら 』 柔」は動詞の受動態で 「徴収 される」等の意味がある。基本形は 「訳5{」 で6行 目

と11行 目に前出。ヘブライ語では 「徴収す る」は 「)(』Uで ある。

[注]

動詞 の多様 な態変化(Aphel… 等)に 関 しては、 ほとん どまだ注 目 していない。

また、文中 のヘブライ語単語の表記にあたってはパル ミラ文字 を用 いた。
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お わ り に

以上、先学に多 くを学びながら、有名なパル ミラ 『関税碑文』の 「序文」部分の検討を足早

にしてきた。とはいえ初心者ゆえ、的はずれの独断も多かったことは承知 している。今後 とも

学習に努めたい。ここで、関税法に関する組織構成と用語を簡単に整理 し、本稿の結びとした

い。文末になりましたが、小玉新次郎先生の日頃の学恩に深 く感謝 します。

元老院 ・訳bヘ コ

♂《」1へ 曳 、{メb3

⊃ へ もI」 モ

-

訳 曳へ柔訳

L -,思 訳鳥{騒 元老院の布告

訳 ⊃」為 コ呈-5関 税の法律

訳 コb騒 月-J(旧 法)古 い 法 律

訳 りゐ 呈 豚I」5(新 法)新 しい 法 律

ノ1ノ ン ワbへ りiコ,J株 曳 り二」4月18日

111yも 、,1!ノ1LsV448年(西 暦137年)

約

類

碑

律

習

税

争

品

荷

車

ダ

契

ク

負

書

石

法

慣

関

紛

商

積

荷

ラ

請訳

レ

モ

5

ン

h

コ

馬

も

見

モ

モ

も

も

h

コ
5

曳

縁

ン

文

b

へ

曳

も

へ

曳

⊃

コ

y

へ

⊃

も

曳

訳

⊃

ぺ

訳

5

b

雪

⊃

訳

,

訳

訳

う

[註]

単語の単数 ・複数 ・強意形 ・

絶対形等 には配慮せず。
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Summary

TheNaraInternationalFoundation-CommemorationgtheSilkRoadExposition,joined.withthe

governmentofSyrianArabRepablic,hassentustoexcavatetombsinPalmyrasince1990.Thesite,

locatedatthewesternendoftheSILKROAD,isafamousancientcitystateofthelstcentury

B.C.^-3rdcenturyA.D.Asamemberoftheproject,Ineedtostudy,asabegginner,thePalmyrene

(adialectofAramaic)inscriptionsaftertherespectablescholars.

ThisisoneofmynotesormemorandaforreadingthePalmyreneTariff,foundin1881by

A.Lazareff.TheworksofthepioneerssuchasJ.Cantineau(1935),S.Kodama(1961.1980),J.Stark(1971)

andWM.Stevenson(1924)arequiteavailableforthestudy.


